
遺伝子解析装置保守契約仕様書 

 

１ 業務基準 

遺伝子解析装置保守契約（以下「保守契約」という）は、遺伝子解析装置保守契約書（以

下「契約書」という）に定めるもののほか、遺伝子解析装置保守契約仕様書（以下「仕様

書」という）に基づき行うものとする。 

 

２ 保守対象 

遺伝子解析装置『cobas®Liat』 

 

３ 保守内容 

(１)受託者は、故障等により委託者から要請があった場合には、直ちに当院へ保守担当

者を派遣し、復旧・修理を行うこと。 

また、修理を行う上で保守対象機器を引き上げて修理を行う場合は代替機を用意

すること。 

(２)受託者は保守・修理の後、その結果を書面により提出し、委託者の確認を受けるも

のとする。 

(３)委託金額には修理に伴う機器輸送費、交換部品代、代替機の賃借料、出張料、作業

料、当該業務の履行に要した工具損料を含む。 

 

４ 資格要件 

受託者は以下の許可を有するものとする。 

医療機器修理業許可 特管第８区分：検体検査用機器関連 

 

５ その他 

 （１）受託者は、本件業務の履行に関わる要員が院内に立ち入る際、名札を着用させる。 

（２）本仕様書に定めのない事項は双方別途協議のうえ決定する。 

 


